
 

令和８年６月２５日 

 

 

お   知   ら   せ  

 

 

 

 

岡山県知事及び岡山県議会議員の所得等報告書等の閲覧を開始します 

 

 

「政治倫理の確立のための岡山県知事の資産等の公開に関する条例」及び「政

治倫理の確立のための岡山県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づ

き、所得等報告書等が次のとおり閲覧できることとなりますので、お知らせし

ます。 

 

記 

 

１ 閲覧開始日時 

令和８年６月３０日（火） 午前８時３０分から 

 

２ 閲覧場所 

（１）岡山県知事に関するもの    県庁４階 総務学事課（県政情報室） 

（２）岡山県議会議員に関するもの 県議会（議会棟）１階 閲覧室 

 

３ 閲覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

なお、土・日・休日及び年末年始の閉庁日には閲覧できません。 

 

４ 今回閲覧開始の報告書 

（１）岡山県知事に関するもの 

・「所得等報告書」 

・「関連会社等報告書」 

（２）岡山県議会議員に関するもの 

・「資産等補充報告書」 

・「所得等報告書」 

・「関連会社等報告書」 
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